
職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （遺族の範囲及び順位） 

第４条 前条第１項に規定する遺族は、次に

掲げる者とする。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

 （一般の退職手当） 

第４条の３ 退職した者に対する退職手当の

額は、次条から第９条までの規定により計

算した退職手当の基本額に、第１０条の規

定により計算した退職手当の調整額を加え

て得た額とする。 

２ 前項の退職手当の調整額は、同項の退職

手当の基本額が支給されない場合には支給

しない。 

 （給料月額の減額改定以外の理由により給

料月額が減額されたことがある場合の退職

手当の基本額に係る特例） 

第７条の４ 退職した者（第７条第２項の規

定に該当する者を除く。）の基礎在職期間

中に、給料月額の減額改定（給料月額の改

定をする条例が制定された場合において、

当該条例による改定により当該改定前に受

けていた給料月額が減額されることをい

う。以下同じ。）以外の理由によりその者

の給料月額が減額されたことがある場合に

おいて、当該理由が生じた日（以下「減額

日」という。）における当該理由により減

額されなかったものとした場合のその者の

給料月額のうち最も多いもの（以下「特定

減額前給料月額」という。）が、退職日給

料月額よりも多いときは、その者に対する

退職手当の基本額は、第５条から第７条ま

での規定にかかわらず、次に掲げる額の合

計額とする。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

２ 前項の基礎在職期間とは、その者に係る

退職（この条例その他の条例の規定により、

この条例の規定による退職手当を支給しな

いこととしている退職を除く。）の日以前

の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当

 〔同左〕 

第４条 前条第１項に規定する遺族は、次の

各号に掲げる者とする。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第４条の３ 退職した者に対する退職手当の

額は、次条から第９条の３までの規定によ

り計算した退職手当の基本額に、第９条の

４の規定により計算した退職手当の調整額

を加えて得た額とする。 

 〔新設〕 

 

 

 〔同左〕 

 

 

第７条の４ 退職した者（第７条第２項の規

定に該当する者を除く。）の基礎在職期間

中に、給料月額の減額改定（給料月額の改

定をする条例が制定された場合において、

当該条例による改定により当該改定前に受

けていた給料月額が減額されることをい

う。以下同じ。）以外の理由によりその者

の給料月額が減額されたことがある場合に

おいて、当該理由が生じた日（以下「減額

日」という。）における当該理由により減

額されなかったものとした場合のその者の

給料月額のうち最も多いもの（以下「特定

減額前給料月額」という。）が、退職日給

料月額よりも多いときは、その者に対する

退職手当の基本額は、第５条から第７条ま

での規定にかかわらず、次の各号に掲げる

額の合計額とする。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

２ 前項の基礎在職期間とは、その者に係る

退職（一般の退職手当が支給されることと

なる退職に限る。）の日以前の期間のうち、

次の各号に掲げる期間をいう。 

 



するもの（当該期間中にこの条例の規定に

よる退職手当の支給を受けたこと、又は第

１１条第５項に規定する都職員等として退

職したことにより退職手当（これに相当す

る給与を含む。）の支給を受けたことがあ

る場合におけるこれらの退職手当に係る退

職の日以前の期間及び第１６条若しくは第

１８条第１項の規定により一般の退職手当

等（一般の退職手当及び第１２条の規定に

よる退職手当をいう。以下同じ。）を支給

しなかったこと、又は第１８条第２項の規

定により一般の退職手当等の全部を支給し

ないこととする処分を受けなかったことが

ある場合における当該一般の退職手当等に

係る退職の日以前の期間（これらの退職の

日に職員又は第１１条第５項に規定する都

職員等となったときは、当該退職の日前の

期間）を除く。）をいう。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 （非違により勧奨を受けて退職した者に対

する一般の退職手当） 

第８条 第５条第１項、第６条第１項、第７

条第１項又は第１０条の規定にかかわら

ず、職員が非違により勧奨を受けて退職し

た場合においては、非違の程度に応じて、

任命権者が区長と協議の上、一般の退職手

当を支給せず、又は第５条の規定により計

算した額から一部を減額した額をもってそ

の者の一般の退職手当の額とする。 

 

 （給料の調整額等の支給を受けた者の退職

手当の基本額） 

第９条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 第１１条第５項の規定により在職期間が

通算されることと定められている東京都、

東京都公営企業、他の特別区及び特別区の

一部事務組合の職員の当該期間内に当該東

京都、東京都公営企業、他の特別区及び特

別区の一部事務組合の条例等により、前２

項の給料の調整額及び教職調整額（以下「給

料の調整額等」という。）と同様のものを

受けていた期間がある者の当該期間及び当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第８条 第５条第１項、第６条第１項、第７

条第１項又は第９条の４の規定にかかわら

ず、職員が非違により勧奨を受けて退職し

た場合においては、非違の程度に応じて、

任命権者が区長と協議の上、一般の退職手

当を支給せず、又は第５条の規定により計

算した額から一部を減額した額をもってそ

の者の一般の退職手当の額とする。 

第９条及び第９条の２ 削除 

 〔同左〕 

 

第９条の３ 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 第１０条第５項の規定により在職期間が

通算されることと定められている東京都、

東京都公営企業、他の特別区及び特別区の

一部事務組合の職員の当該期間内に当該東

京都、東京都公営企業、他の特別区及び特

別区の一部事務組合の条例等により、前２

項の給料の調整額及び教職調整額（以下「給

料の調整額等」という。）と同様のものを

受けていた期間がある者の当該期間及び当



該額は、前２項の給料の調整額等を受けて

いた期間及び額とみなす。 

 （退職手当の調整額） 

第１０条 〔略〕 

２～７ 〔略〕 

 （勤続期間の計算） 

第１１条 退職手当の算定の基礎となる勤続

期間の計算は、職員としての引き続いた在

職期間による。 

２ 〔略〕 

３ 職員が退職した場合（第１６条各号のい

ずれかに該当する場合を除く。）において、

その者が退職の日又はその翌日に再び職員

となったときは、前２項の規定による在職

期間の計算については、引き続いて在職し

たものとみなす。 

４～８ 〔略〕 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （失業者の退職手当） 

第１３条 勤続期間１２月以上（特定退職者

（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）

第２３条第２項に規定する特定受給資格者

に相当するものとして規則で定めるものを

いう。以下この条において同じ。）にあっ

ては、６月以上）で退職した職員（第５項

の規定に該当する者を除く。）であって、

第１号に掲げる額が第２号に掲げる額に満

該額は前２項の給料の調整額等を受けてい

た期間及び額とみなす。 

 〔同左〕 

第９条の４ 〔略〕 

２～７ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１０条 退職手当の基本額の算定の基礎と

なる勤続期間の計算は、職員としての引き

続いた在職期間による。 

２ 〔略〕 

３ 職員が退職した場合（次条第１項各号の

いずれかに該当する場合を除く。）におい

て、その者が退職の日又はその翌日に再び

職員となったときは、前２項の規定による

在職期間の計算については、引き続いて在

職したものとみなす。） 

４～８ 〔略〕 

 （退職手当の支給制限） 

第１１条 一般の退職手当は、次の各号のい

ずれかに該当する者には支給しない。 

 ⑴ 地方公務員法第２９条の規定による懲

戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受

けた者 

 ⑵ 地方公務員法第２８条第４項の規定に

よる失職（同法第１６条第１号に該当す

る場合を除く。）又はこれに準ずる退職

をした者 

 ⑶ 地方公務員法第３７条第２項の規定に

該当し退職させられた者又はこれに準ず

る者 

２ 一般の退職手当のうち、第９条の４の規

定により計算した退職手当の調整額に相当

する部分は、退職手当の基本額が支給され

ない者には支給しない。 

 〔同左〕 

第１３条 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 



たないものが、当該退職した職員を同法第

１５条第１項に規定する受給資格者と、当

該退職した職員の基準勤続期間の年月数を

同法第２２条第３項に規定する算定基礎期

間の年月数と、当該退職の日を同法第２０

条第１項第１号に規定する離職の日と、特

定退職者を同法第２３条第２項に規定する

特定受給資格者とみなして同法第２０条第

１項を適用した場合における同項各号に掲

げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に

定める期間（当該期間内に妊娠、出産、育

児その他規則で定める理由により引き続き

３０日以上職業に就くことができない者が

規則で定めるところにより区長にその旨を

申し出た場合には、当該理由により職業に

就くことができない日数を加算するものと

し、その加算された期間が４年を超えると

きは、４年とする。第３項において「支給

期間」という。）内に失業している場合に

おいて、第１号に規定する一般の退職手当

等の額を第２号に規定する基本手当の日額

で除して得た数（１未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）に等しい日数（以

下「待期日数」という。）を超えて失業し

ているときは、当該一般の退職手当等のほ

かその超える部分の失業の日につき第２号

に規定する基本手当の日額に相当する金額

を、退職手当として、同法の規定による基

本手当の支給の条件に従い、支給する。た

だし、同号に規定する所定給付日数から待

期日数を減じた日数分を超えては支給しな

い。 

 ⑴ その者が既に支給を受けた当該退職に

係る一般の退職手当等の額 

 

 

 ⑵ 〔略〕 

２ 前項の基準勤続期間とは、職員としての

勤続期間をいう。この場合において、当該

勤続期間に係る職員となった日前に職員又

は職員以外の者で職員について定められて

いる勤務時間以上勤務した日（法令又は条

例若しくはこれに基づく規則により、勤務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ その者が既に支給を受けた当該退職に

係る一般の退職手当及び前条の規定によ

る退職手当（以下「一般の退職手当等」

という。）の額 

 ⑵ 〔略〕 

２ 前項の基準勤続期間とは、職員としての

勤続期間をいう。この場合において、当該

勤続期間に係る職員となった日前に職員又

は職員以外の者で職員について定められて

いる勤務時間以上勤務した日（法令又は条

例若しくはこれに基づく規則により、勤務



を要しないこととされ、又は休暇を与えら

れた日を含む。）が１８日以上ある月が１

月以上あるもの（季節的業務に４か月以内

の期間を定めて雇用され、又は季節的に４

か月以内の期間を定めて雇用されていた者

にあっては、引き続き当該所定の期間を超

えて勤務したものに限る。）であった者（以

下この項において「職員等」という。）で

あったことがあるものについては、当該職

員等であった期間を含むものとし、当該勤

続期間又は当該職員等であった期間に次の

各号に掲げる期間が含まれているときは、

当該各号に掲げる期間に該当するすべての

期間を除く。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

３～１３ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を要しないこととされ、又は休暇を与えら

れた日を含む。）が１８日以上ある月が１

月以上あるもの（季節的業務に４箇月以内

の期間を定めて雇用され、又は季節的に４

箇月以内の期間を定めて雇用されていた者

にあっては、引き続き当該所定の期間を超

えて勤務したものに限る。）であった者（以

下この項において「職員等」という。）で

あったことがあるものについては、当該職

員等であった期間を含むものとし、当該勤

続期間又は当該職員等であった期間に次の

各号に掲げる期間が含まれているときは、

当該各号に掲げる期間に該当するすべての

期間を除く。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

３～１３ 〔略〕 

 （刑事事件に関し退職した場合等の退職手

当の取扱い） 

第１４条 職員が刑事事件に関し起訴（当該

起訴に係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定

められているものに限り、刑事訴訟法（昭

和２３年法律第１３１号）第６編に規定す

る略式手続によるものを除く。第３項及び

次条第５項において同じ。）をされた場合

において、その判決の確定前に退職したと

きは、一般の退職手当等は支給しない。こ

の場合において禁錮
こ

以上の刑に処せられな

かったときは、第８条の規定による一般の

退職手当の額（無罪の言渡しを受けたとき

は、本来受けるべき一般の退職手当の額）

を支給する。 

２ 前項後段の規定により一般の退職手当を

支給する場合においては、同項後段の規定

により支給すべき一般の退職手当の額から

既に支給を受けた前条の規定による退職手

当の額を控除するものとする。この場合に

おいて、同項後段の規定により支給すべき

一般の退職手当の額が、既に支給を受けた

同条の規定による退職手当の額以下である

ときは、同項後段の規定による一般の退職

手当は、支給しない。 

３ 前２項の規定は、退職した者に対しまだ

一般の退職手当等の額が支払われていない



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場合において、その者が基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされたと

きについて準用する。 

 （退職手当の支給の一時差止め） 

第１４条の２ 任命権者は、退職した者に対

しまだ一般の退職手当等の額が支払われて

いない場合において、その者の基礎在職期

間中の行為に係る刑事事件に関して、その

者が逮捕されたとき又はその者から聴取し

た事項若しくは調査により判明した事実に

基づきその者に犯罪があると思料するに至

ったときであって、その者に対し一般の退

職手当等を支給することが、公務に対する

信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円

滑な実施を維持する上で重大な支障を生ず

ると認めるときは、一般の退職手当等の支

給を一時差し止めることができる。 

２ 前項の規定による一般の退職手当等の支

給を一時差し止める処分（以下「一時差止

処分」という。）を行う場合には、その旨

を書面で当該一時差止処分を受けるべき者

に通知しなければならない。 

３ 前項の規定により一時差止処分を行う旨

の通知をする場合において、当該一時差止

処分を受けるべき者の所在が知れないとき

は、通知をすべき内容を告示することをも

って通知に代えることができる。この場合

においては、その告示した日から起算して

２週間を経過した日に、通知が当該一時差

止処分を受けるべき者に到達したものとみ

なす。 

４ 一時差止処分を受けた者は、行政不服審

査法（昭和３７年法律第１６０号）第１４

条又は第４５条に規定する期間が経過した

後においては、当該一時差止処分後の事情

の変化を理由に、当該一時差止処分をした

者に対し、その取消しを申し立てることが

できる。 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次

の各号のいずれかに該当するに至った場合

には、速やかに当該一時差止処分を取り消

さなければならない。ただし、第２号に該

当する場合において、一時差止処分を受け



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た者がその者の基礎在職期間中の行為に係

る刑事事件に関し現に逮捕されているとき

その他これを取り消すことが一時差止処分

の目的に明らかに反すると認めるときは、

この限りでない。 

 ⑴ 一時差止処分を受けた者について、当

該一時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件につき公訴を提起しない処分

があった場合 

 ⑵ 一時差止処分を受けた者がその者の基

礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関

し起訴をされることなくその者の退職の

日から起算して１年を経過した場合 

６ 前項の規定は、任命権者が、一時差止処

分後に判明した事実又は生じた事情に基づ

き、一般の退職手当等の支給を差し止める

必要がなくなったとして当該一時差止処分

を取り消すことを妨げるものではない。 

７ 一時差止処分を受けた者に対する第１３

条の規定の適用については、当該一時差止

処分が取り消されるまでの間、その者は、

一般の退職手当等の支給を受けない者とみ

なす。 

８ 前条第２項の規定は、一時差止処分を受

けた者が、当該一時差止処分が取り消され

たことにより一般の退職手当等の支給を受

ける場合について準用する。 

９ 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、

当該一時差止処分を受けるべき者に対し、

当該一時差止処分の際、一時差止処分の事

由を記載した説明書を交付しなければなら

ない。 

１０ 任命権者は、一時差止処分を行おうと

する場合はあらかじめ、一時差止処分を取

り消した場合は速やかに、区長に通知しな

ければならない。 

１１ 前各項に定めるもののほか、一時差止

処分に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （退職手当の返納） 

第１４条の３ 退職した者に対し一般の退職

手当等の支給をした後において、その者が

基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関

し禁錮
こ

以上の刑に処せられたときは、その



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （都職員等となった者の取扱い） 

第１４条 〔略〕 

 （定義） 

第１５条 この条から第２２条までにおい

て、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 懲戒免職等処分 地方公務員法第２９

条の規定による懲戒免職の処分その他の

職員としての身分を当該職員の非違を理

由として失わせる処分をいう。 

 ⑵ 退職手当管理機関 地方公務員法その

他の法令の規定により職員の退職（この

条例その他の条例の規定により、この条

例の規定による退職手当を支給しないこ

ととしている退職を除く。以下この条か

ら第２１条までにおいて同じ。）の日に

おいて当該職員に対し懲戒免職等処分を

行う権限を有していた機関をいう。ただ

し、当該機関が退職後に廃止された場合

における当該職員については、当該職員

の占めていた職（当該職が廃止された場

合にあっては、当該職に相当する職。以

下この号において同じ。）を占める職員

支給をした一般の退職手当等の額のうち次

に掲げる額を返納させることができる。た

だし、第１３条第１項又は第５項の規定に

よる退職手当の支給を受けていた場合（受

けることができた場合を含む。）は、この

限りでない。 

 ⑴ 一般の退職手当等の支給を受けていな

ければ第１３条第３項又は第６項の規定

による退職手当の支給を受けることがで

きた者であった場合 一般の退職手当等

の額からこれらの規定により算出される

金額を控除して得た額 

 ⑵ 前号に掲げる場合以外の場合 一般の

退職手当等の額の全額 

２ 前項の規定により一般の退職手当等の額

を返納させる場合には、その旨を記載した

書面で通知しなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、第１項の規

定による退職手当の返納に関し必要な事項

は、規則で定める。 

 〔同左〕 

第１５条 〔略〕 
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に対し懲戒免職等処分を行う権限を有す

る機関をいい、これらの機関がない場合

にあっては、当該職員の退職の日におい

て当該職員の占めていた職の任命権を有

する機関をいう。 

 （懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手

当の支給制限） 

第１６条 退職をした者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、当該退職に係る退職

手当管理機関は、当該退職をした者に対し、

当該一般の退職手当等の全部を支給しな

い。 

 ⑴ 懲戒免職等処分を受けて退職をした者 

 ⑵ 地方公務員法第２８条第４項の規定に

よる失職（同法第１６条第１号に該当す

る場合を除く。）又はこれに準ずる退職

をした者 

 （退職手当の支払の差止め） 

第１７条 退職をした者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、当該退職に係る退職

手当管理機関は、当該退職をした者に対し、

当該退職に係る一般の退職手当等の支払を

差し止める処分を行うものとする。 

 ⑴ 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴

に係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定め

られているものに限り、刑事訴訟法（昭

和２３年法律第１３１号）第６編に規定

する略式手続によるものを除く。以下同

じ。）をされた場合において、その判決

の確定前に退職をしたとき。 

 ⑵ 退職をした者に対しまだ当該一般の退

職手当等が支払われていない場合におい

て、当該退職をした者が基礎在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し起訴をされ

たとき。 

２ 退職をした者に対しまだ当該退職に係る

一般の退職手当等が支払われていない場合

において、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該退職に係る退職手当管理機関

は、当該退職をした者に対し、当該一般の

退職手当等の支払を差し止める処分を行う

ことができる。 

 ⑴ 当該退職をした者の基礎在職期間中の
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行為に係る刑事事件に関して、その者が

逮捕されたとき、又は当該退職手当管理

機関がその者から聴取した事項若しくは

調査により判明した事実に基づきその者

に犯罪があると思料するに至ったときで

あって、その者に対し一般の退職手当等

を支払うことが公務に対する信頼を確保

する上で支障を生ずると認めるとき。 

 ⑵ 当該退職手当管理機関が、当該退職を

した者について、当該一般の退職手当等

の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を

受けるべき行為（在職期間中の職員の非

違に当たる行為であって、その非違の内

容及び程度に照らして懲戒免職等処分に

値することが明らかなものをいう。以下

同じ。）をしたことを疑うに足りる相当

な理由があると思料するに至ったとき。 

３ 死亡による退職をした者の遺族（退職を

した者（死亡による退職の場合には、その

遺族）が、当該退職に係る一般の退職手当

等の支払を受ける前に死亡したことにより

当該一般の退職手当等の支払を受ける権利

を承継した者を含む。以下この項において

同じ。）に対しまだ当該一般の退職手当等

が支払われていない場合において、前項第

２号に該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該

一般の退職手当等の支払を差し止める処分

を行うことができる。 

４ 前３項の規定による一般の退職手当等の

支払を差し止める処分（以下「支払差止処

分」という。）を受けた者は、行政不服審

査法（昭和３７年法律第１６０号）第１４

条第１項又は第４５条に規定する期間が経

過した後においては、当該支払差止処分後

の事情の変化を理由に、当該支払差止処分

を行った退職手当管理機関に対し、その取

消しを申し立てることができる。 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止

処分を行った退職手当管理機関は、次の各

号のいずれかに該当するに至った場合に

は、速やかに当該支払差止処分を取り消さ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



なければならない。ただし、第３号に該当

する場合において、当該支払差止処分を受

けた者がその者の基礎在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し現に逮捕されていると

きその他これを取り消すことが支払差止処

分の目的に明らかに反すると認めるとき

は、この限りでない。 

 ⑴ 当該支払差止処分を受けた者につい

て、当該支払差止処分の理由となった起

訴又は行為に係る刑事事件につき、無罪

の判決が確定した場合 

 ⑵ 当該支払差止処分を受けた者につい

て、当該支払差止処分の理由となった起

訴又は行為に係る刑事事件につき、判決

が確定した場合（禁錮
こ

以上の刑に処せら

れた場合及び無罪の判決が確定した場合

を除く。）又は公訴を提起しない処分が

あった場合であって、次条第２項の規定

による処分を受けることなく、当該判決

が確定した日又は当該公訴を提起しない

処分があった日から６月を経過した場合 

 ⑶ 当該支払差止処分を受けた者につい

て、その者の基礎在職期間中の行為に係

る刑事事件に関し起訴をされることな

く、かつ、次条第２項の規定による処分

を受けることなく、当該支払差止処分を

受けた日から１年を経過した場合 

６ 第３項の規定による支払差止処分を行っ

た退職手当管理機関は、当該支払差止処分

を受けた者が次条第３項の規定による処分

を受けることなく当該支払差止処分を受け

た日から１年を経過した場合には、速やか

に当該支払差止処分を取り消さなければな

らない。 

７ 前２項の規定は、当該支払差止処分を行

った退職手当管理機関が、当該支払差止処

分後に判明した事実又は生じた事情に基づ

き、当該一般の退職手当等の支払を差し止

める必要がなくなったとして当該支払差止

処分を取り消すことを妨げるものではな

い。 

８ 第１項又は第２項の規定による支払差止

処分を受けた者に対する第１３条の規定の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



適用については、当該支払差止処分が取り

消されるまでの間、その者は、一般の退職

手当等の支給を受けない者とみなす。 

９ 第１項又は第２項の規定による支払差止

処分を受けた者が当該支払差止処分が取り

消されたことにより当該一般の退職手当等

の支払を受ける場合（これらの規定による

支払差止処分を受けた者が死亡した場合に

おいて、当該一般の退職手当等の支払を受

ける権利を承継した者が第３項の規定によ

る支払差止処分を受けることなく当該一般

の退職手当等の支払を受けるに至ったとき

を含む。）において、当該退職をした者が

既に第１３条の規定による退職手当の支払

を受けているときは、当該一般の退職手当

等の額から既に支払を受けた同条の規定に

よる退職手当の額を控除するものとする。

この場合において、当該一般の退職手当等

の額が既に支払を受けた同条の規定による

退職手当の額以下であるときは、当該一般

の退職手当等は、支払わない。 

１０ 退職手当管理機関は、支払差止処分を

行うときは、その理由を付記した書面によ

り、その旨を当該支払差止処分を受けるべ

き者に通知しなければならない。 

１１ 退職手当管理機関は、前項の規定によ

る通知をする場合において、当該支払差止

処分を受けるべき者の所在が知れないとき

は、当該支払差止処分の内容を当該退職手

当管理機関に係る事務所の掲示場に掲示す

ること等をもって通知に代えることができ

る。この場合においては、その掲示した日

から起算して２週間を経過した日に、通知

が当該支払差止処分を受けるべき者に到達

したものとみなす。 

 （退職後禁錮
こ

以上の刑に処せられた場合等

の退職手当の支給制限） 

第１８条 退職をした者に対しまだ当該退職

に係る一般の退職手当等の額が支払われて

いない場合において、当該退職をした者が

刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合

にあっては、基礎在職期間中の行為に係る

刑事事件に限る。）に関し当該退職後に禁錮
こ
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以上の刑に処せられたときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした

者（当該退職をした者が死亡したときは、

当該一般の退職手当等の支払を受ける権利

を承継した者）に対し、当該一般の退職手

当等の全部を支給しない。 

２ 退職をした者に対しまだ当該退職に係る

一般の退職手当等が支払われていない場合

において、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該退職に係る退職手当管理機関

は、当該退職をした者（第１号に該当する

場合において、当該退職をした者が死亡し

たときは、当該一般の退職手当等の支払を

受ける権利を承継した者）に対し、当該退

職をした者が占めていた職の職務及び責

任、当該退職をした者の勤務の状況、当該

退職をした者が行った非違の内容及び程

度、当該非違に至った経緯、当該非違後に

おける当該退職をした者の言動並びに当該

非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並び

に当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影

響を勘案して、当該一般の退職手当等の全

部又は一部を支給しないこととする処分を

行うことができる。 

 ⑴ 当該退職をした者が当該一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中の行為に関し地

方公務員法第２９条第３項の規定による

懲戒免職処分（以下「再任用職員に対す

る免職処分」という。）を受けたとき。 

 ⑵ 当該退職手当管理機関が、当該退職を

した者（再任用職員に対する免職処分の

対象となる者を除く。）について、当該

退職後に当該一般の退職手当等の額の算

定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべ

き行為をしたと認めたとき。 

３ 死亡による退職をした者の遺族（退職を

した者（死亡による退職の場合には、その

遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等

の支払を受ける前に死亡したことにより当

該一般の退職手当等の支払を受ける権利を

承継した者を含む。以下この項において同

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



じ。）に対しまだ当該一般の退職手当等が

支払われていない場合において、前項第２

号に該当するときは、当該退職に係る退職

手当管理機関は、当該遺族に対し、同項に

規定する事情を勘案して、当該一般の退職

手当等の全部又は一部を支給しないことと

する処分を行うことができる。 

４ 第２項の規定により当該一般の退職手当

等の一部を支給しないこととする処分を行

うときは、一般の退職手当等のうち、一般

の退職手当に相当する部分は、第５条の規

定により計算した額を基準として算定す

る。 

５ 退職手当管理機関は、第２項第２号又は

第３項の規定による処分を行おうとすると

きは、当該処分を受けるべき者の意見を聴

取しなければならない。 

６ 墨田区行政手続条例（平成７年墨田区条

例第２６号。以下「行政手続条例」という。）

第３章第２節の規定は、前項の規定による

意見の聴取について準用する。 

７ 前条第１０項及び第１１項の規定は、第

２項及び第３項の規定による処分について

準用する。 

８ 支払差止処分に係る一般の退職手当等に

関し第２項又は第３項の規定により当該一

般の退職手当等の一部を支給しないことと

する処分が行われたときは、当該支払差止

処分は、取り消されたものとみなす。 

 （退職をした者の退職手当の返納） 

第１９条 退職をした者に対し当該退職に係

る一般の退職手当等が支払われた後におい

て、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職をした者に対し、前条第２項に規定す

る事情のほか、当該退職をした者の生計の

状況を勘案して、当該一般の退職手当等の

額（当該退職をした者が当該一般の退職手

当等の支給を受けていなければ第１３条第

３項又は第６項の規定による退職手当の支

給を受けることができた者（次条及び第２

１条において「失業手当受給可能者」とい

う。）であった場合にあっては、これらの
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規定により算出される金額（次条及び第２

１条において「失業者退職手当額」という。）

を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる

処分を行うことができる。 

 ⑴ 当該退職をした者が基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑

に処せられたとき。 

 ⑵ 当該退職をした者が当該一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中の行為に関し再

任用職員に対する免職処分を受けたと

き。 

 ⑶ 当該退職手当管理機関が、当該退職を

した者（再任用職員に対する免職処分の

対象となる職員を除く。）について、当

該一般の退職手当等の額の算定の基礎と

なる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為をし

たと認めたとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該退職をし

た者が第１３条第１項又は第５項の規定に

よる退職手当の支払を受けている場合（受

けることができる場合を含む。）における

当該退職に係る一般の退職手当等について

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、

前項の規定による処分を行うことができな

い。 

３ 第１項第３号に該当するときにおける同

項の規定による処分は、当該退職の日から

５年以内に限り、行うことができる。 

４ 退職手当管理機関は、第１項の規定によ

る処分を行おうとするときは、当該処分を

受けるべき者の意見を聴取しなければなら

ない。 

５ 行政手続条例第３章第２節の規定は、前

項の規定による意見の聴取について準用す

る。 

６ 第１７条第１０項の規定は、第１項の規

定による処分について準用する。 

 （遺族の退職手当の返納） 

第２０条 死亡による退職をした者の遺族

（退職をした者（死亡による退職の場合に

は、その遺族）が当該退職に係る一般の退
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職手当等の支払を受ける前に死亡したこと

により当該一般の退職手当等の支払を受け

る権利を承継した者を含む。以下この項に

おいて同じ。）に対し当該一般の退職手当

等が支払われた後において、前条第１項第

３号に該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該

退職の日から１年以内に限り、第１８条第

２項に規定する事情のほか、当該遺族の生

計の状況を勘案して、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が失業手当受給

可能者であった場合にあっては、失業者退

職手当額を除く。）の全部又は一部の返納

を命ずる処分を行うことができる。 

２ 第１７条第１０項並びに前条第２項及び

第４項の規定は、前項の規定による処分に

ついて準用する。 

３ 行政手続条例第３章第２節の規定は、前

項において準用する前条第４項の規定によ

る意見の聴取について準用する。 

 （退職手当受給者の相続人からの退職手当

相当額の納付） 

第２１条 退職をした者（死亡による退職の

場合には、その遺族）に対し当該退職に係

る一般の退職手当等が支払われた後におい

て、当該一般の退職手当等の支払を受けた

者（以下この条において「退職手当の受給

者」という。）が当該退職の日から６月以

内に第１９条第１項又は前条第１項の規定

による処分を受けることなく死亡した場合

（次項から第５項までに規定する場合を除

く。）において、当該退職に係る退職手当

管理機関が、当該退職手当の受給者の相続

人（包括受遺者を含む。以下この条におい

て同じ。）に対し、当該退職の日から６月

以内に、当該退職をした者が当該一般の退

職手当等の額の算定の基礎となる職員とし

ての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処

分を受けるべき行為をしたことを疑うに足

りる相当な理由がある旨の通知をしたとき

は、当該退職手当管理機関は、当該通知が

当該相続人に到達した日から６月以内に限

り、当該相続人に対し、当該退職をした者
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が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎

となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為をした

と認められることを理由として、当該一般

の退職手当等の額（当該退職をした者が失

業手当受給可能者であった場合にあって

は、失業者退職手当額を除く。）の全部又

は一部に相当する額の納付を命ずる処分を

行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から

６月以内に第１９条第５項又は前条第３項

において準用する行政手続条例第１５条第

１項の規定による通知を受けた場合におい

て、第１９条第１項又は前条第１項の規定

による処分を受けることなく死亡したとき

（次項から第５項までに規定する場合を除

く。）は、当該退職に係る退職手当管理機

関は、当該退職手当の受給者の死亡の日か

ら６月以内に限り、当該退職手当の受給者

の相続人に対し、当該退職をした者が当該

退職に係る一般の退職手当等の額の算定の

基礎となる職員としての引き続いた在職期

間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為を

したと認められることを理由として、当該

一般の退職手当等の額（当該退職をした者

が失業手当受給可能者であった場合にあっ

ては、失業者退職手当額を除く。）の全部

又は一部に相当する額の納付を命ずる処分

を行うことができる。 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下こ

の項から第５項までにおいて同じ。）が、

当該退職の日から６月以内に基礎在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされ

た場合（第１７条第１項第１号に該当する

場合を含む。次項において同じ。）におい

て、当該刑事事件につき判決が確定するこ

となく、かつ、第１９条第１項の規定によ

る処分を受けることなく死亡したときは、

当該退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職手当の受給者の死亡の日から６月以内

に限り、当該退職手当の受給者の相続人に

対し、当該退職をした者が当該退職に係る

一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



職員としての引き続いた在職期間中に懲戒

免職等処分を受けるべき行為をしたと認め

られることを理由として、当該一般の退職

手当等の額（当該退職をした者が失業手当

受給可能者であった場合にあっては、失業

者退職手当額を除く。）の全部又は一部に

相当する額の納付を命ずる処分を行うこと

ができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から

６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し起訴をされた場合において、

当該刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せら

れた後において第１９条第１項の規定によ

る処分を受けることなく死亡したときは、

当該退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職手当の受給者の死亡の日から６月以内

に限り、当該退職手当の受給者の相続人に

対し、当該退職をした者が当該刑事事件に

関し禁錮
こ

以上の刑に処せられたことを理由

として、当該一般の退職手当等の額（当該

退職をした者が失業手当受給可能者であっ

た場合にあっては、失業者退職手当額を除

く。）の全部又は一部に相当する額の納付

を命ずる処分を行うことができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から

６月以内に当該退職に係る一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中の行為に関し再任用職

員に対する免職処分を受けた場合におい

て、第１９条第１項の規定による処分を受

けることなく死亡したときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職手当の

受給者の死亡の日から６月以内に限り、当

該退職手当の受給者の相続人に対し、当該

退職をした者が当該行為に関し再任用職員

に対する免職処分を受けたことを理由とし

て、当該一般の退職手当等の額（当該退職

をした者が失業手当受給可能者であった場

合にあっては、失業者退職手当額を除く。）

の全部又は一部に相当する額の納付を命ず

る処分を行うことができる。 

６ 前各項の規定による処分に基づき納付す

る金額は、第１８条第２項に規定する事情

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



のほか、当該退職手当の受給者の相続財産

の額、当該退職手当の受給者の相続財産の

額のうち前各項の規定による処分を受ける

べき者が相続又は遺贈により取得をした又

は取得をする見込みである財産の額、当該

退職手当の受給者の相続人の生計の状況及

び当該一般の退職手当等に係る租税の額を

勘案して、定めるものとする。この場合に

おいて、当該相続人が２人以上あるときは、

各相続人が納付する金額の合計額は、当該

一般の退職手当等の額を超えることとなっ

てはならない。 

７ 第１７条第１０項並びに第１９条第２項

及び第４項の規定は、第１項から第５項ま

での規定による処分について準用する。 

８ 行政手続条例第３章第２節の規定は、前

項において準用する第１９条第４項の規定

による意見の聴取について準用する。 

 （人事委員会による調査審議） 

第２２条 特別区人事委員会（以下「人事委

員会」という。）は、退職手当管理機関の

諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支

給制限等の処分について調査審議する。 

２ 退職手当管理機関は、第１８条第２項第

２号若しくは第３項、第１９条第１項、第

２０条第１項又は前条第１項から第５項ま

での規定による処分（以下この条において

「退職手当の支給制限等の処分」という。）

を行おうとするときは、人事委員会に諮問

しなければならない。 

３ 人事委員会は、第１８条第３項、第２０

条第１項又は前条第１項から第５項までの

規定による処分を受けるべき者から申立て

があった場合には、当該処分を受けるべき

者に口頭で意見を述べる機会を与えなけれ

ばならない。 

４ 人事委員会は、必要があると認める場合

には、退職手当の支給制限等の処分に係る

事件に関し、当該処分を受けるべき者又は

退職手当管理機関にその主張を記載した書

面又は資料の提出を求めること、適当と認

める者にその知っている事実の陳述又は鑑

定を求めることその他必要な調査をするこ
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とができる。 

５ 人事委員会は、必要があると認める場合

には、退職手当の支給制限等の処分に係る

事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、

意見の開陳その他必要な協力を求めること

ができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、退職手当の

支給制限等の処分についての調査審議に関

し必要な事項は、人事委員会が定める。 

 （口座振替による支払） 

第２３条 退職手当は、受給者から申出のあ

る場合は、口座振替の方法により支払うこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （規則への委任） 

第２４条 この条例の施行について必要な事

項は、規則で定める。 

   付 則 

１ 〔略〕 

２ 第１１条第５項の規定による先の職員と

しての在職期間及び都職員等の在職期間に

ついて、この条例の規定による退職手当に

相当する給与の支給を受けた者の退職手当

の基本額は、第５条から第９条までの規定

にかかわらず、退職日給料月額に第１号に

掲げる割合から第２号に掲げる割合を控除

した割合を乗じて得た額とする。ただし、

その額が先の職員としての在職期間及び都

職員等の在職期間を通算しないとした場合

の退職手当の基本額に満たないときは、先

の職員としての在職期間及び都職員等の在

職期間を通算しないとした場合の額とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （口座振替による支払い） 

第１６条 退職手当は、受給者から申し出の

ある場合は、口座振替の方法により支払う

ことができる。 

 （職員の引継ぎ等に伴う経過措置） 

第１７条 東京都の職員の退職手当に関する

条例（昭和３１年東京都条例第６５号）の

適用を受けていた職員（以下「都職員」と

いう。）で引き続き区の職員（都職員から

引き続き他の特別区の職員となり、引き続

き区の職員となったもの等を含む。）とな

ったものの退職手当に係る被表彰者に対す

る加算等（この条例で定める同種の加算等

については除く。）については、東京都か

ら区に引き継がれた日の前日における東京

都職員の例による。 

 （この条例の施行について必要な事項） 

第１８条 この条例の施行について必要な事

項は、規則で定める。 

   付 則 

１ 〔略〕 

２ 第１０条第５項の規定による先の職員と

しての在職期間及び都職員等の在職期間に

ついて、この条例の規定による退職手当に

相当する給与の支給を受けた者の退職手当

の基本額は、第５条から第９条の３までの

規定にかかわらず、退職日給料月額に第１

号に掲げる割合から第２号に掲げる割合を

控除した割合を乗じて得た額とする。ただ

し、その額が先の職員としての在職期間及

び都職員等の在職期間を通算しないとした

場合の退職手当の基本額に満たないとき

は、先の職員としての在職期間及び都職員

等の在職期間を通算しないとした場合の額



る。 

 ⑴ その者が第５条から第９条までの規定

により計算した額の退職手当の基本額の

支給を受けるものとした場合における当

該退職手当の基本額の当該退職日給料月

額に対する割合 

 ⑵ 〔略〕 

 

 

 

 

 

３ 先に職員として在職し、裁判所法（昭和

２２年法律第５９号）に基づく司法修習生

となるため退職した者が司法修習生の修習

を終えたのち、他に就職することなく再び

職員となった場合の第１１条の規定による

在職期間の計算については、先の職員とし

ての在職期間は、あとの職員としての在職

期間に引き続いたものとみなす。 

４ 前項の規定の適用を受けて退職した者に

対して支給する一般の退職手当の額は、第

５条から第１０条までの規定により計算し

て得た額から先の職員としての在職期間に

ついて支給を受けた一般の退職手当の額を

控除した額とする。 

５ 平成１３年度に退職する職員のうち職員

の定年等に関する条例第３条に規定する定

年が年齢６０年であって、任命権者が別に

定めるものの退職手当の算定にあっては、

第７条の３の規定中「１００分の２」とあ

るのは「１００分の３」として、同条の規

定を適用する。 

６ 平成１４年度に退職する職員のうち職員

の定年等に関する条例第３条に規定する定

年が年齢６０年であって、任命権者が別に

定めるものの退職手当の算定にあっては、

第７条の３の規定中「１００分の２」とあ

るのは「１００分の３」として、同条の規

定を適用する。 

７ 職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例（平成１８年墨田区条例第４号）付

則第１０項の規定により読み替えて準用さ

とする。 

 ⑴ その者が第５条から第９条の３までの

規定により計算した額の退職手当の基本

額の支給を受けるものとした場合におけ

る当該退職手当の基本額の当該退職日給

料月額に対する割合 

 ⑵ 〔略〕 

３ 前項に規定する退職手当に相当する給与

の支給を受けた者の第９条の４の規定の適

用については、同項に規定する先の職員と

しての在職期間及び都職員等の在職期間

は、基礎在職期間に含まないものとする。 

４ 先に職員として在職し、裁判所法（昭和

２２年法律第５９号）に基づく司法修習生

となるため退職した者が司法修習生の修習

を終えた後、他に就職することなく再び職

員となった場合の第１０条の規定による在

職期間の計算については、先の職員として

の在職期間は、後の職員としての在職期間

に引き続いたものとみなす。 

５ 前項の規定の適用を受けて退職した者に

対して支給する一般の退職手当の額は、第

５条から第９条の４までの規定により計算

して得た額から先の職員としての在職期間

について支給を受けた一般の退職手当の額

を控除した額とする。 

６ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

７ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

８ 職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例（平成１８年墨田区条例第４号）付

則第１０項の規定により読み替えて準用さ



れる付則第４項に規定する人事委員会が定

めるものに対する第９条第１項の規定の適

用については、同項中「給料の調整額の額

に相当する規則で定める額）と、その者が

最も長期間にわたり支給を受けていた給料

の調整額の額に相当する規則で定める額と

のいずれか多い額のもの」とあるのは「給

料の調整額の額に相当する規則で定める額

から１万３，０００円（職員の給与に関す

る条例付則第６項に規定する人事委員会が

定めるものに該当する場合は、同項の表の

左欄に掲げる年度において、それぞれ同表

の右欄に掲げる額を加算した額。以下この

項において「減ずる額」という。）を減じ

た額）」と、「加えた額とする」とあるの

は「加えた額とする。この場合において、

減ずる額が給料の調整額の額に相当する規

則で定める額以上となるときは、この項の

規定による退職手当は支給しない」とする。 
 

れる付則第４項に規定する人事委員会が定

めるものに対する第９条の３第１項の規定

の適用については、同項中「給料の調整額

の額に相当する規則で定める額）と、その

者が最も長期間にわたり支給を受けていた

給料の調整額の額に相当する規則で定める

額とのいずれか多い額のもの」とあるのは

「給料の調整額の額に相当する規則で定め

る額から１万３，０００円（職員の給与に

関する条例付則第６項に規定する人事委員

会が定めるものに該当する場合は、同項の

表の左欄に掲げる年度において、それぞれ

同表の右欄に掲げる額を加算した額。以下

この項において「減ずる額」という。）を

減じた額）」と、「加えた額とする」とあ

るのは「加えた額とする。この場合におい

て、減ずる額が給料の調整額の額に相当す

る規則で定める額以上となるときは、この

項の規定による退職手当は支給しない」と

する。   

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行

の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当につ

いては、なお従前の例による。 

 （職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

３ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年墨田区条例第６

４号）の一部を次のように改正する。 

  付則第５項中「第９条の４第１項」を「第１０条第１項」に改め、付則第６項中

「第９条の４第６項」を「第１０条第６項」に改める。 


